ホームに戻る
拝啓　突然手紙を差し上げることをお許し下さい。私はある町の中学校で勉強している外国から来た者です。私は高円宮杯第５４回全国中学校英語弁論大会に出場するために題材を集めたり、発音の練習などをして、自分なりの努力をしてきました。しかし、私は第５４回の出場資格の規則で出場することができなくなりました。先生からそのことを聞かされた時はとても悲しくなりました。仕方ないなと思いながらも、やはり悔しく思いました。私だけでなく、多くの日本に住む外国人の方々が貴重な経験をする機会を規則の問題で奪われていると思いますので、下記の規則について、私の意見を述べたいと思います。

まず、第二ａの制限の「外国で生まれ、満五歳を過ぎて外国に滞在したもの。」それから第二ｂの制限では「満五歳の誕生日後に、通算一年以上または継続して六ヶ月以上外国に滞在したもの。」と書かれていますが、いずれの場合も外国で生活したというだけの条件によって出場を認められません。英語を話さない国で生活した生徒たちに対して、この制限は不公平だと思います。それから第三の制限では「両親または祖父母のいずれかが外国人（帰化された方も含む）の場合、原則として認めない。」と書かれていますが、家庭に英語を話せる人がいる生徒だけを除外するべきだと思います。一言も英語を話せない外国人の両親や、祖父母がいるだけで除外されるのはとても残酷だと思います。

去年私は全国大会に出場することができました。そこで私はたくさんの人と出会い、ＪＮＳＡ（日本学生協会基金）の皆さんや私達のために準備をして下さった皆さんのお陰で、私は一生忘れられない思い出を作ることができました。そして、宮様杯でできた友達との友情も続いており、お互い励ましたり、励まされたり、視野を広げることもでき、心も一周り大きく成長することができました。これらの経験は全国大会でしかできないと思います。たとえ、全国大会まで行けなくても、多くの方を前に自分の意見を主張することは、そのこと自体に意義のある事だと思います。しかし、今回の制限で私のように貴重な経験をする機会を奪われる人はまだたくさんいるのではないかと思うとすごく残念に思います。最後に、少しでも規則についてもう一度検討して頂ければ大変ありがたいと思います。どうかよろしくお願いします。
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